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この制度で
3つのメリットが
あります。

しっかりサポートする制度のしくみがあります。

外部の専門家のサポート 借換保証の利用が可能

当保証制度の利用を通じて、金融機関と認定経営革新等
支援機関※が連携して中小企業の事業計画の策定支援や
継続的な経営支援を行い、経営状態の改善を図ることを
目的とし、その事業計画の実施に必要な資金需要に対応
する保証制度です。

本制度により既往の保証付借入債務を一本化し返
済負担の軽減を図ることが可能です。
既往の100％保証を同額借換する場合は、本制度
も100％保証での利用が可能です。

税 理 士 金融機関等 借入債務を一本化

信用保証料を引下げ

概ね0.2%

中小企業者は金融機関に対して、四半期毎に事業計画の実施状況を報告します。
また、金融機関は年１回保証協会に対し、事業計画の実施状況とともに金融機関、認定支援機関の経営支援の実施状況を報告します。

※金融機関が認定経営革新等支援機関である場合は、金融機関独自で中小企業者の事業計画の策定や継続的な経営支援を行うことにより、
　本制度を利用することが可能です。ぜひ、ご利用下さい。
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（保証料引下げ）

中小企業者

金融機関 認定経営革新
等支援機関

信用保証協会

連携
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実施状況の報告（年1回）
●中小企業者の取組状況
●経営支援の実施状況

必要に応じて
事業計画の修正

修正計画の策定支援
更なる指導・助言

※金融機関が認定経営革新等支援機関となる場合も想定

保証時 期中

※中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項の規
定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士や金融機関等の外部専
門家（以下、認定支援機関という）

信用保証料を概ね0.2％引下げし、経営状態を改善
する取り組みをサポートします。
※県制度「緊急経済対策特別支援資金」を併用する場合は、さらに保証
料率の引下げが適用されます。



保証を受けられるのは経営改善に取り組む中小企業者です。
金融機関と認定経営革新等
支援機関の支援を受けつつ、
自ら事業計画を策定し、金融
機関に対し計画の実行と進
捗の報告を行う中小企業者
です。

保証
対象者

信用保証協会所定の申込資料のほか、以下の書面
が必要です。
❶「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
❷事業計画書（金融機関および認定経営革新等支援
機関の支援を受け申込人が策定したもの）
❸認定経営革新等支援機関による支援内容を記載
した書面（事業計画書に記載ある場合は不要）

申込
添付資料

2億8,000万円
■普通保証　　 2億円以内
■無担保保証　8,000万円以内
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円以内

保証限度額

責任共有対象の場合　　 0.45％～1.75％（県制度併用の場合0.35％～1.55％）
責任共有対象除外の場合 0.50％～2.00％（県制度併用の場合0.50％～1.70％）
※有担保割引の適用あり、責任共有対象の場合に限り中小企業会計割引の適用あり

保 証 料 率

金融機関が選択した責任共有制度の方式
（ただし、責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金（平成19年9月30日以前に信用保証協会が申込
受付した保証であって保証割合が100%の保証も含む）を本制度で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付きの既往借
入金の範囲内の額を借り換える場合は、責任共有制度の対象除外

一括返済の場合　1年以内
分割返済の場合　運転資金5年以内、　設備資金7年以内
ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内。
なお、据置期間はそれぞれ1年以内。

事業資金（ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る）資 金 使 途

金融機関所定利率※県制度「緊急経済対策特別支援資金」を併用する場合は、県制度で定める貸付利率が適用されます。貸 付 利 率

必要に応じ担 　 　 保
原則として法人代表者以外の保証人は不要連帯保証人
金融機関経由申 込 方 法

保 証 割 合

保 証 期 間

充実した保証内容でお役に立ちます。

経営力強化保証

❶金融機関が認定経営革新等支援機関であることから、金
融機関独自で中小企業者の事業計画の策定支援や継続
的な経営支援を行うことにより、本制度を利用。
❷企業は、四半期に１回金融機関へ、金融機関は年１回保証
協会に計画の実施状況報告が必要。

❶金融機関は認定支援機関と連携し、計画の策定支援や計画
実行の経営支援を実施。
❷企業は、四半期に１回金融機関へ、金融機関は年１回保証協
会に計画の実施状況報告が必要。
❸保証付の借換に際し、２口に分けて取扱い。セーフティネッ
ト保証（責任共有対象外）のみを同額以内で借換一本化し
（引き続き責任共有対象外とした）、一般保証（責任共有対
象）のみを借換一本化した。保証期間１０ 年対応可。

経営改善事例をご紹介します。
●業種：自動車部品製造・機械部品製造
●業歴：53年　資本金：90 百万円　従業員100人企業の概要
●機械部品製造部門は受注が安定せず赤字続
き。
●機械部品製造部門を廃止し、黒字の自動車部
品製造部門に集約化するため、工場統廃合を
柱とした経営改善計画をA銀行支援のもと策
定。
●工場統廃合に必要な資金をプロパー資金及び
経営力強化保証で支援。

申込の経緯

●メイン行として、経営改善計画の策定、支援計画
に基づく経営力強化保証の活用等を通じて、当
社への一層の支援姿勢が明らかとなったことか
ら、他の取引行も当社への継続支援を了解した。

Ａ銀行
（認定支援機関）
の支援

●業種：婦人服小売業
●業歴：２０年　資本金：２０百万円　従業員４０人企業の概要
●多店舗展開による営業をしていたが、不採算店
舗の閉鎖が遅れ赤字続き、条件変更により約定
返済を減額していた。
●認定支援機関の改善計画に基づき、不採算店
舗の閉鎖、商品ラインアップの見直しを行い、
直近決算では収益改善している。
●業績不振を脱したことから、条件変更融資分を
本制度利用により正常債権へ借換保証の申込。

申込の経緯

●Ｂ銀行は認定支援機関と連携し、計画の策定支援
や計画実行の経営支援を実施。業績不振を脱し
たことから、条件変更融資分のプロパー及び保
証付借入を借換により正常債権へランクアップ。

B銀行
の支援

POINT POINT



お申し込み方法と事業計画書例、報告書例

（１）計画を策定した日の属する事業年度の翌事業年度から３事業年度を最
短の期間とし、原則として同５事業年度を最長の期間とする。

（２）申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策

（３）計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並び
にその達成に向けた具体的行動計画

事業計画実行状況等報告書
〔年１回金融機関から信用保証協会に対する報告様式例〕
以下の報告様式は記載例として掲載していますが、
同様式に縛られるものではありません。

3

「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書1 事業計画書〔例〕
以下の事業計画書は、経営改善計画の例として掲載していますが、同様式に縛られるものではありません。
以下（１）～（３）の内容を満たすものであれば、金融機関、認定支援機関で既に使用している様式でも結構です。
申込日の概ね3ヵ月以内に策定又は修正した計画であることが必要です。

2



本　所
〒790-8651
松山市一番町4丁目1番地2　中小企業会館1～3階
■松山事業部
 保 証 一 課 TEL（089）931-2118 保 証 二 課 FAX（089）931-2174 管　理　課
　《業務区域》松山市・東温市・伊予市・久万高原町・
　　　　　 　砥部町・松前町

■総　務　部
 総　務　課 TEL（089）931-2111（代）
  FAX（089）931-2107
 電　算　課 TEL（089）931-2115
  FAX（089）931-2170

■業務統括部
 経営支援室 TEL（089）931-2116
  FAX（089）931-1026
 保証企画課 TEL（089）931-2114
  FAX（089）931-2107
 管理推進課 TEL（089）931-2117
  FAX（089）931-2107

■監　査　室 TEL（089）931-2180
  FAX（089）931-1026

新居浜支所
〒792-0025
新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2階
保証課
TEL（0897）33-8282　FAX（0897）33-8284
管理課
TEL（0897）33-8292　FAX（0897）33-8293
《業務区域》新居浜市・西条市・四国中央市

今治支所
〒794-0042
今治市旭町2丁目3番地20　今治商工会議所ビル5階
TEL（0898）23-0170　FAX（0898）23-0758
《業務区域》今治市・上島町

八幡浜支所
〒796-8691
八幡浜市1590番地22　八幡浜商工会館4階
TEL（0894）22-2003　FAX（0894）22-3137
《業務区域》八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町

宇和島支所
〒798-0040
宇和島市中央町1丁目9番10号　愛媛新聞ビル5階
TEL（0895）22-6556　FAX（0895）22-6583
《業務区域》宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町

愛媛県信用保証協会の
ホームページも併せてご活用ください。

愛媛県信用保証協会
http://www.ehime-cgc.or.jp/


